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基本情報 

指標番号 
2106_3 

名称 
精神疾患で入院した症例における身体拘束割合（高齢者を除く、GAF31 以上） 

分母 
精神疾患で入院した延べ症例数（高齢者を除く、GAF31 以上） 

分子 
身体拘束を実施した症例数 

指標群 
精神科 

意義 
身体拘束による身体的、精神的、社会的な弊害に対する安全性指標(プロセス指標) 

年度 
2010,2012,2014,2016,2018,2020,2022 

必要データセット 
DPC 様式 1 

指標の定義算出方法 

分母の定義 
1. 解析期間に退院した症例を対象とする 
2. このうち、主に精神科疾患の治療のため入院した症例 最も医療資源を投入した病名の ICD-10 コ

ードが F$である症例 
3. このうち入院時 GAF 尺度が 31 以上の症例 
4. このうち、入院時年齢が 80 歳以上の症例を除外する 
5. 調査対象となる一般病棟への入院の有無が「０」の症例を除く 

分子の定義 
1. 精神保健福祉法に基づいて身体拘束が行われた症例 精神保健福祉法に関する情報のうち、精神

保健福祉法に基づく身体拘束日数で 1 日以上の症例 2010 年度～2013 年度様式１： 精神保健

福祉法に基づく身体拘束日数 2014 年度様式 1～：コード M170020、ペイロード種別：精神保健

福祉法に関する情報、項目名：精神保健福祉法に基づく身体拘束日数 

その他 

薬剤一覧の出力 
いいえ 

リスク調整因子の条件 
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指標の算出方法 
分子÷分母 

指標の単位 
パーセント 

結果提示時の並び順 
昇順 

測定上の限界・解釈上の注意 
1. 身体拘束とは、精神保健福祉法に基づいて行われる行為に限定され、点滴などを目的に同法に基

づかずに短時間四肢等の一部を拘束する行為は含まれない。 身体拘束は患者にとって病気その

ものの苦痛に加え、精神的な苦痛を与えるとともに、ベースにある精神疾患を増悪させることも

あるため、必要最小限で実施することが必要である。  高齢者に対しても、身体拘束は望まし

くない。ただし、高齢者の場合、認知機能の低下や廃用症候群 など本指標で計測したいものと

は異なる症例が含まれる可能性が高く、計測から除外した。 

参考資料 

参考値 
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